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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第３期

第１四半期
連結累計期間

第４期
第１四半期
連結累計期間

第３期

会計期間
自平成27年２月１日
至平成27年４月30日

自平成28年２月１日
至平成28年４月30日

自平成27年２月１日
至平成28年１月31日

事業収益 （千円） 284,698 625,598 1,174,644

経常損失（△） （千円） △154,509 △320,115 △1,172,401

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）
（千円） △109,075 △277,402 △988,397

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △107,389 △265,157 △980,865

純資産額 （千円） 7,209,935 6,113,833 6,366,509

総資産額 （千円） 9,090,914 7,660,417 8,271,017

１株当たり四半期（当期）純損失金

額（△）
（円） △2.67 △6.22 △22.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 79.3 79.8 77.0

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．事業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．第３期第１四半期連結累計期間、第４期第１四半期連結累計期間及び第３期の潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失で

あるため記載しておりません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連

結累計期間より、「四半期（当期）純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失」としてお

ります。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（以下、当社及び連結子会社

SanBio, Inc.（米国カリフォルニア州マウンテンビュー市）の２社を指します。）が判断したものであります。

　なお、当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13

日）等を適用し、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

 

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間（平成28年２月１日～平成28年４月30日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境は

底堅く推移しており、設備投資にも持ち直しの動きが見られるなど企業収益の改善を背景に、景気は緩やかな回復

基調が続きました。米国においても、原油安の影響等を受けつつも堅調な個人消費に支えられ景気は緩やかに推移

しました。

再生医療業界においては、平成26年11月に施行された再生医療安全性確保法及び改正薬事法によって、日本にお

ける再生医療の産業促進化が進むなか、平成27年９月には初めて、新制度の早期承認制度下での条件・期限付き販

売承認が国内の再生医療等製品２製品に対しておりるなど、再生医療等製品の実用化が現実となりつつあります。

このような環境のなか、当社グループは、当社独自の再生細胞薬SB623の事業化に向け、日米を中心に開発を進

めています。

当第１四半期連結累計期間においては、米国において実施している慢性期脳梗塞を対象とした細胞医薬品SB623

の第Ⅱb相臨床試験（被験者156人）の最初の被験者（２人）の組み入れが開始され、現在、順次被験者の組み入れ

を進めています。また、外傷性脳損傷を対象としたSB623の第Ⅱ相臨床試験（被験者52人）については、米国にお

いて平成27年10月より被験者募集を開始し、最初の被験者の組み入れ開始に向けて準備を進めています。

日本においては、平成27年７月以降、SB623の外傷性脳損傷を対象とした臨床試験実施に向け準備を進めていま

したが、平成28年３月７日付で独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）に提出した日本における外傷性脳損

傷を対象とした治験届について、審査期間の30日が経過したことにより、日本での臨床試験の実施が可能となりま

した。すでに米国で開始している外傷性脳損傷第Ⅱ相臨床試験（被験者52人）をグローバル治験とし、今後この被

験者52人に日本からの被験者を組み入れていく予定です。

 

このような状況のなか、北米において大日本住友製薬株式会社と締結しているSB623の共同開発及びライセンス

契約によるマイルストン収入５百万米ドル（米国の慢性期脳梗塞第Ⅱb相臨床試験における最初の被験者の組み入

れ完了により受領）及び開発協力金収入等により、当第１四半期連結累計期間の事業収益は625百万円（前年同四

半期は事業収益284百万円）、営業利益は77百万円（前年同四半期は営業損失81百万円）となりました。また、支

払利息7百万円、為替差損364百万円を計上したことにより、経常損失は320百万円（前年同四半期は経常損失154百

万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は277百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失109

百万円）となりました。

 

なお、当社グループは他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績記載

を省略しております。

 

 (2) 財政状態の分析

（流動資産）

当第１四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、7,587百万円（前連結会計年度末は8,191百万円）となり、前

連結会計年度末に比べて604百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が618百万円減少したことが主な要因

であります。

 

（固定資産）

当第１四半期連結会計期間末の固定資産の残高は、73百万円（前連結会計年度末は79百万円）となり、前連結会

計年度末に比べて6百万円減少いたしました。これは、有形固定資産が6百万円減少したことが主な要因でありま

す。

 

（流動負債）

当第１四半期連結会計期間末の流動負債の残高は、1,120百万円（前連結会計年度末は1,419百万円）となり、前

連結会計年度末に比べて298百万円減少いたしました。これは、１年内返済予定の長期借入金が200百万円減少した

ことが主な要因であります。
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（固定負債）

当第１四半期連結会計期間末の固定負債の残高は、425百万円（前連結会計年度末残高は484百万円）となり、前

連結会計年度末に比べて58百万円減少いたしました。これは、繰延税金負債が58百万円減少したことが主な要因で

あります。

 

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、6,113百万円（前連結会計年度末は6,366百万円）となりました。

これは、親会社株主に帰属する四半期純損失277百万円を計上したことが主な要因であります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、366百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

EDINET提出書類

サンバイオ株式会社(E31382)

四半期報告書

 6/18



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成28年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年６月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 44,707,491 44,757,491
東京証券取引所

(マザーズ）

完全議決権株式であ

り、株式としての権

利内容に何ら限定の

ない当社における標

準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 44,707,491 44,757,491 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成28年６月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高

（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成28年２月１日～

平成28年４月30日(注)
85,750 44,707,491 6,254 3,813,228 6,254 3,810,728

（注）新株予約権の行使による増加であります。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成28年１月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成28年１月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

44,617,000
446,170

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。な

お、単元株式数は100株

となっております。

単元未満株式
普通株式

4,741
－ －

発行済株式総数 44,621,741 － －

総株主の議決権 － 446,170 －

 

②【自己株式等】

平成28年１月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

（株）

他人名義

所有株式数

（株）

所有株式数

の合計

（株）

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年２月１日から平

成28年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年２月１日から平成28年４月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年１月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年４月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,733,892 7,115,814

その他 457,599 471,409

流動資産合計 8,191,492 7,587,223

固定資産   

有形固定資産 67,974 61,914

無形固定資産 207 169

投資その他の資産 11,342 11,110

固定資産合計 79,524 73,194

資産合計 8,271,017 7,660,417

負債の部   

流動負債   

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 800,000 600,000

賞与引当金 20,994 38,917

繰延税金負債 184,931 167,917

その他 313,651 213,811

流動負債合計 1,419,577 1,120,646

固定負債   

長期借入金 300,000 300,000

繰延税金負債 184,931 125,938

固定負債合計 484,931 425,938

負債合計 1,904,508 1,546,584

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,806,973 3,813,228

資本剰余金 7,518,415 7,524,670

利益剰余金 △4,978,932 △5,256,334

自己株式 △28 △28

株主資本合計 6,346,428 6,081,535

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 19,362 31,606

その他の包括利益累計額合計 19,362 31,606

新株予約権 718 691

純資産合計 6,366,509 6,113,833

負債純資産合計 8,271,017 7,660,417
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年２月１日
　至　平成27年４月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年２月１日
　至　平成28年４月30日)

事業収益 284,698 625,598

事業費用   

研究開発費 205,984 366,964

その他の販売費及び一般管理費 160,264 181,414

事業費用合計 366,249 548,378

営業利益又は営業損失（△） △81,550 77,220

営業外収益   

受取利息 47 4,109

その他 － 124

営業外収益合計 47 4,234

営業外費用   

支払利息 4,468 7,143

為替差損 17,736 364,427

株式交付費 32,446 －

上場関連費用 18,356 －

資金調達費用 － 30,000

営業外費用合計 73,007 401,570

経常損失（△） △154,509 △320,115

税金等調整前四半期純損失（△） △154,509 △320,115

法人税、住民税及び事業税 278 371

法人税等調整額 △45,712 △43,084

法人税等合計 △45,434 △42,713

四半期純損失（△） △109,075 △277,402

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △109,075 △277,402
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年２月１日
　至　平成27年４月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年２月１日
　至　平成28年４月30日)

四半期純損失（△） △109,075 △277,402

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 1,685 12,244

その他の包括利益合計 1,685 12,244

四半期包括利益 △107,389 △265,157

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △107,389 △265,157

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

 

EDINET提出書類

サンバイオ株式会社(E31382)

四半期報告書

13/18



【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　　　　　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　

平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年２月１日
至　平成27年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年２月１日
至　平成28年４月30日）

減価償却費 2,398千円 4,601千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成27年２月１日　至平成27年４月30日）

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

 

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３ 株主資本の著しい変動

 当社は、平成27年４月７日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新

株式発行4,000,000株（発行価格2,000円、引受価額1,840円、資本組入額920円）により、資本金及び資本準

備金がそれぞれ3,680,000千円増加しております。

 また、当第１四半期連結累計期間においてストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により資本

金及び資本準備金がそれぞれ22,356千円増加しております。

 この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,791,930千円、資本剰余金が7,503,372千円と

なっております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成28年２月１日　至平成28年４月30日）

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

 

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３ 株主資本の著しい変動

 該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成27年２月１日　至平成27年４月30日）

　　 当社グループは、他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

 

　Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成28年２月１日　至平成28年４月30日）

　　 当社グループは、他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年２月１日
至　平成27年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年２月１日
至　平成28年４月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △2円67銭 △6円22銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）
△109,075 △277,402

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損

失金額（△）（千円）
△109,075 △277,402

普通株式の期中平均株式数（株） 40,810,951 44,632,724

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

（注）前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
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２【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

サンバイオ株式会社(E31382)

四半期報告書

16/18



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年６月９日

サンバイオ株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人　トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 加　藤　　博　久　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐　野　　明　宏　印

 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサンバイオ株式
会社の平成28年２月１日から平成29年１月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年２月１日から平
成28年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年２月１日から平成28年４月30日まで）に係る四半期連結財
務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンバイオ株式会社及び連結子会社の平成28年４月30日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重
要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 
　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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